


【工事】労働福祉の状況（雇用実績） 評価基準の変更について
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「労働福祉の状況（雇用実績）」評価基準

【令和８年度ガイドライン】見直後

【令和７年度ガイドライン】見直前

評価項目 評価基準 配点 最大得点

労働福祉の状況
新卒者雇用の実績あり

雇用
実績

1.0

1.0新規雇用の実績あり 0.5

該当なし 0.0

評価項目 評価基準 配点 最大得点

労働福祉の状況
若手技術者雇用の実績あり

雇用
実績

1.0

1.0新規雇用の実績あり 0.5

該当なし 0.0

※若手技術者：評価前年度末時点で40歳以下の者



参考 事前審査登録制度対象外の項目についての変更点
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※事前審査登録制度の対象外となっていますが、建設関連業務にお
ける「CPD（CPDS）」について、評価期間の見直しを行っています。


